
予期せぬ急変に備えて
～地域の救急隊を知る～



＝まずは「地域の救急隊」を知る

予期せぬ急変に対応するには，協働が必要不可欠
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時間別出動状況

令和７年の函館市救急出場統計と活動実績

❑統計上から見る時間帯別の出場件数と搬送傷病者年齢区分

1日の出場件数の
5～6割が発生
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※ただし，市内の高齢者数はR2（2020）を境に減少傾向

※高齢者の搬送件数は成人の約2.5倍

n＝17,576



救急隊とは？
（どのような任務を有しているのか？）



関係法令から読み解く救急隊の任務

【消防法】

・第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体

及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を

軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を

保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

・第二条第九項 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは

公衆の出入りする場所において生じた事故又は政令で定める場合における

災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる

傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、

救急隊によって医療機関その他の場所に搬送することをいう。
（下線部は後ほど説明）



【消防法施行令】

・第四二条 法第二条第九項の災害による事故に準ずる事故その他の時由で政令で

定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、

若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし、

同項の政令で定める場合は、当該事故その他の事由による傷病者を医療機関

その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合とする。

この改正により，正式に「急病人」を取り扱えることになった！！

※令和7年【急病】での出場数～12,946件（全体の69.9％）

関係法令から読み解く救急隊の任務



❏各国の医療制度から我が国の救急隊の未来を模索

当時の救急隊員の処置内容は，応急手当に準じ，社会復帰率は低く，

救命率の低さも問題であった

救急救命士の誕生

※ パラメディック制度（米国）を採用し，平成3年【救急救命士】が誕生となる

◎ 包括的指示下での除細動（当初は具体的指示）

◎ 器具を用いた気道確保（※気管挿管）

救命士は医師の具体的指示があれば，特定行為が実施可能

◎ 静脈路確保（※心肺停止前）＋（※薬剤投与，※ブドウ糖投与）



❏情報を共通言語に変える工夫

・共通のスケール（物差し）を持つことで，

相互理解＝使える情報となるのでは？

参考：緊急度判定プロトコル

※ 総務省消防庁：緊急度判定プロトコルより引用



❏困ったら，「急変時対応シートなど」を使ってみてください

情報整理のためのツール

⇐様式は問いません。

書くことで，情報が整理され

自身の中で“何が分かって”

“何が分からない”のかが

はっきりします

（時間があればで結構です）



救急隊とは，救命を最優先とし，
医療機関へ搬送する任務を

有している

（まとめ）



❏ＤＮＡＲについて

・意向を確認しても“救命／搬送”を主眼として対応していくことが基本

救命が最優先である故に…

・当市では内規（DNAR事案活動要領）により，対応を明文化

・法整備やMC体制下での共通認識等も十分とは言い切れない

※ 現在，北海道救急業務高度化推進協議会にて，対応方法を検討中

今後，道南圏でもプロトコル等の作成が進んでいく予定

⇒119番通報⇒救命を希望⇒搬送を必要 と救急隊は理解する

⇒基本は，救急活動の説明を行い，心肺蘇生を実施しながら搬送する



マイナ救急について
（ちょっとだけ広報です）





ご清聴ありがとうございました


